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資料７－２

化学物質総合管理政策研究会 中間とりまとめについて

平成１４年７月

経 済 産 業 省

化学物質管理課

化学物質総合管理政策研究会（座長：池田正之京都大学名誉教授）は、本年４

月から８回にわたり、化学物質総合管理を巡る主要な課題について検討を行い、

７月４日の第８回会合において、これまでの議論を「中間とりまとめ（案 」と）

して整理した。第８回会合における意見を踏まえ修正した後、公表する予定であ

る。

１．化学物質総合管理の基本的考え方

人の健康及び環境への影響の未然防止の観点から、化学物質が国民生活や産

業活動にもたらす社会的・経済的な便益とのバランスを図りつつ、化学物質の

「リスク」に応じた対応をする。

【化学物質総合管理の基本的方針】

①科学的知見及び科学的方法論の充実、②科学的な不確実性が残る課題への対応、③国

際的な協調と協力、④ライフサイクルにわたる管理、⑤多様な取組の組合せ、⑥広範な

関係者による役割分担と連携、⑦自主的取組の推進、⑧透明性の確保とリスクコミュニ

ケーションの促進、⑨取組の着実な実施、⑩不断の見直し

注 関係者として 事業者 化学物質及びそれを含有する製品の製造事業者 使用事業者 輸入・（ ） 、 （ 、 、
販売事業者を含む 、国民、民間団体等（事業者団体、消費者団体、労働組合、ＮＧＯ、マ）
スメディア等 、国等を想定。）

２．化学物質総合管理政策の充実・強化について

新規化学物質の評価…段階的な事前審査の導入( )1

新規の化学物質の事前審査制度については、新たな社会的・経済的便益（人

の健康や環境へのリスクの低減も含む）をもたらす新規化学物質の開発を過度

に抑制することのないよう、国際的な動向を踏まえ、全ての物質について一律

に事前審査を義務付けるのではなく曝露の可能性を考慮した段階的対応をすべ

きである。

－人の健康や環境への影響の未然防止の観点から、今後どのような有害性項目を審査対象

項目にすべきか更に検討すべきである。

－曝露可能性の低い化学物質は事前審査の対象外とする。

～中間物、輸出専用品、低生産量化学物質（現行は国内総量１トン）

－セーフティネットとして、対象外としたものについて曝露状況を事後的に確認する制度

や必要な場合に有害性情報の提出を求める制度を設けることが必要。

－今後、法制面の対応、国や事業者の人材確保を含めた体制整備について詳細な検討を進

めることが必要。

－有害性評価基準の一元的運用、審査手続の効率化、評価基準の公開等の透明性の確保を

図るべき。
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既存化学物質の評価…事業者・国の取組の一層の推進( )2

①事業者による自主的な取組の一層の推進

事業者は、事業者団体の活動等を通じて事業者間の協力や国際的な連携を図

高生産量化学物質及びリスクが懸念される化学物質を中心に有害性りながら、

自主的取組を今後さらに推進すべきである。情報等の把握に関する

、 、 。－既存の情報等の活用 スクリーニング手法の利用 関係者間の協力による効率的な対応

－既存の有害性情報や曝露の可能性に基づき取り組むべき化学物質の優先順位付けを自ら

行い計画的に実施。

－取組の内容や進捗状況については、対外的な公表などを通じて透明性を確保。

②国における取組の一層の推進

国は、化学物質審査規制法に係る安全性点検等の施策を着実に実施し、必要

に応じ有害性・曝露・リスク評価に係る施策を推進すべきである。

－事業者の取組の内容等を把握しつつ、事業者の取組を円滑にするためのモニタリング、

評価手法開発、評価実施指針の提示等の環境整備を進めるべき。

－事業者の取組の内容等も踏まえ、必要な場合には個別化学物質の有害性情報の収集・取

得、有害性評価、リスク評価を行うべき

－化学物質の有害性・リスクに関わる情報については、体系的な知的基盤・知識基盤とし

て、秘密情報の取り扱いに留意しつつ、関係者が広く共有できるような一元的な仕組を

整備すべき。

( )自主管理の改善を促す枠組整備の推進3

自主管理計画の策定・実施に関する取組の拡大①

個別化学物質のリスク評価の結果を踏まえ対策の実施が必要とされる場

合には、従来のＯＥＣＤのリスク削減プログラムや有害大気汚染物質対策

において行なっている自主管理計画の策定・実施とそれらの進捗状況の把

握といった手法を適用することを検討すべきである。

②化学物質の分類基準・表示に関する世界調和システム（ＧＨＳ）の導入

国際的な協調の下で、化学物質を自主的に管理するための手ＧＨＳは、

段として活用すべきである 国際的に示された導入の目標時期 ＩＦＣＳ：。 （

２００８年、ＡＰＥＣ：２００６年）を念頭に置きつつ、個別化学物質の

分類や表示に関する事業者の自主的取組を進めるとともに、現行法令に基

。づく既存制度とＧＨＳの整合性確保のための検討を行うことが必要である

( ) 「生態毒性物質」に関する取組の強化4

科学的知見の充実の必要性①

個別の生物種に有害性を示す「生態毒性物質」と生態系への影響との因
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果関係は必ずしも明らかになっていないため、生物種や生物量の変化、化

学物質の環境中濃度等のモニタリングを行い、因果関係に関する科学的知

見の充実に取り組むことが必要である。

②生態系への影響の未然防止

、 、一方 科学的な解明が行われるまでの間も、 、当面 生態毒性物質について

生態系への影響の未然防止に資するよう、国際的な動向にも留意しつつ、

事業者の自主管理を促す枠組整備を進め、適切な評価及び管理を行うこと

が必要である。

－事業者、国による生態毒性物質の特定

－ＭＳＤＳ制度への対象物質の追加

－ＧＨＳに基づく表示の導入促進

－ＰＲＴＲ制度への対象物質の追加

③個別の生物種への影響の未然防止

②の考え方とは別に、政府部内における生活環境保全を目的とした水質目

標値等の検討と同様に、個別の生物種の生息又は生育への影響の未然防止の

観点から対応を進めることも考えられる。こうした取組を進めるに当たって

我が国として統一的な考え方の下で、取組の効果と効率性を考慮しつは、

つ相互に整合性の取れたものとなるよう制度設計を行うべきである。

－新規化学物質について生態毒性を事前に把握する制度の導入

－事業者に生態毒性物質の管理を求める枠組の導入（ＭＳＤＳ、ＰＲＴＲ等以外の対

応 。）

３．今後さらに継続して検討すべき課題

現在直面している課題の中で早急に取り組む必要のある課題については、引

き続き本研究会等において検討を行い、基本的な方向付けを行うことが必要で

ある。例えば当面は以下の事項について検討すべきである。

・製品に含まれる化学物質の管理について

・リスクコミュニケーションへの対応について

・化学物質等の製造事業者・輸入事業者、販売事業者、使用事業者等の関係事

業者間の適切な役割分担と連携について

他方、中長期的視点に立って取り組むべき課題としては、制度や枠組ととも
に、それを支える人材の育成・確保や組織体制のあり方についても検討を進め

ることが必要である。

注 人材の育成・確保については 本研究会における検討に先立って産業構造審議会化学・（ ） 、

バイオ部会化学物質管理企画小委員会において、今後の人材育成のあり方について審議さ

れ中間報告がまとめられている。


